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議案第３２号  

羽生市道路構造の技術的基準等に関する条例の一部を

改正する条例  

羽生市道路構造の技術的基準等に関する条例（平成２５年条例第７

号）の一部を次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

目次  目次  

第 １章  道 路の 構造 の技 術的 基準

（第１条―第４２条）  

第 １章  道 路の 構造 の技 術的 基準

（第１条―第４１条）  

第 ２章  道 路標 識の 寸法 に関 する

基準（第４３条）  

第 ２章  道 路標 識の 寸法 に関 する

基準（第４２条）  

第 ３章  移 動等 円滑 化の ため に必

要 な 市 道 の 構 造 に 関 す る

基準（第４４条）  

第 ３章  移 動等 円滑 化の ため に必

要 な 市 道 の 構 造 に 関 す る

基準（第４３条）  

附則  附則  

（交通安全施設）  （交通安全施設）  

第３１条  交通事故の防止を図るた

め 必要が ある場 合に おいて は、横

断 歩道橋 等、自 動運 行補助 施設 、

柵 、照明 施設、 視線 誘導標 、緊急

連 絡施設 その他 これ らに類 する 施

設 で令施 行規則 で定 めるも のを設

けるものとする。  

第３１条  交通事故の防止を図るた

め 必要が ある場 合に おいて は、横

断 歩道橋 等 、柵 、照 明施設 、視線

誘 導標、 緊急連 絡施 設その 他これ

ら に類す る 施設 で 令 施行規 則で定

めるものを設けるものとする。  

（小区間改築の場合の特例）  （小区間改築の場合の特例）  

第３９条  （略）  第３９条  （略）  

２  道路の交通の安全の保持に著し

い 支障が ある小 区間 につい て応急

措 置とし て改築 を行 う場合 におい

２  道路の交通の安全の保持に著し

い 支障が ある小 区間 につい て応急

措 置とし て改築 を行 う場合 におい
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て 、当該 道路の 状況 等から みて第

４ 条、第 ５条第 ３項 から第 ５項ま

で 、第６ 条、第 ７条 第２項 、第８

条 、第９ 条第３ 項、 第１０ 条第２

項 及び第 ３項、 第１ １条第 ３項及

び 第４項 、第１ ３条 第２項 及び第

３ 項、第 ２０条 第１ 項、第 ２３条

第 ３項、 次条第 １項 及び第 ２項 、

第 ４１条 第１項 並び に 第４ ２条第

１ 項の規 定によ る基 準をそ のまま

適 用する ことが 適当 でない と認め

ら れると きは、 これ らの規 定によ

る基準によらないことができる。  

て 、当該 道路の 状況 等から みて第

４ 条、第 ５条第 ３項 から第 ５項ま

で 、第６ 条、第 ７条 第２項 、第８

条 、第９ 条第３ 項、 第１０ 条第２

項 及び第 ３項、 第１ １条第 ３項及

び 第４項 、第１ ３条 第２項 及び第

３ 項、第 ２０条 第１ 項、第 ２３条

第 ３項、 次条第 １項 及び第 ２項 並

び に第４ １条第 １項 の規定 による

基 準をそ のまま 適用 するこ とが適

当 でない と認め られ るとき は、こ

れ らの規 定によ る基 準によ らない

ことができる。  

（歩行者専用道路）  

第４１条  （略）  

２～４  （略）  

（歩行者専用道路）  

第４１条  （略）  

２～４  （略）  

（歩行者利便増進道路）  

第４２条  歩行者利便増進道路に設

け られる 歩道若 しく は自転 車歩行

者 道又は 歩行者 利便 増進道 路であ

る 自転車 歩行者 専用 道路若 しくは

歩 行者専 用道路 には 、歩行 者の滞

留 の用に 供する 部分 を設け るもの

とする。  

２  前項に規定する部分には、歩行

者 利便増 進施設 等の 適正か つ計画

的 な設置 を誘導 する 必要が あると

き は、歩 行者利 便増 進施設 等を設

置 す る 場 所 を 確 保 す る も の と す

る 。この 場合に おい て、必 要があ

る と認め るとき は、 当該場 所に街

灯 、ベン チその 他の 歩行者 の利便

の 増進に 資する 工作 物、物 件又は

施設を設けるものとする。  

３  歩行者利便増進道路（高齢者、

障 害者等 の移動 等の 円滑化 の促進

に 関する 法律（ 平成 １８年 法律第

９ １号） 第１０ 条第 １項に 規定す

る新設特定道路を除く。）は、同項

に 規定す る道路 移動 等円滑 化基準

に 適 合 す る 構 造 と す る も の と す

る。  

 

第４３条  （略）  第４２条  （略）  
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第４４条  高齢者、障害者等の移動

等 の円滑 化の促 進に 関する 法律第

１ ０条第 １項に 規定 する条 例で定

め る移動 等円滑 化の ために 必要な

市 道の構 造に関 する 基準は 、規則

で定める。  

第４３条  高齢者、障害者等の移動

等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

（平成１８年法律第９１号）第１０

条 第１項 に規定 する 条例で 定める

移 動等円 滑化の ため に必要 な市道

の 構造に 関する 基準 は、規 則で定

める。  

  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

令和３年２月２４日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


